
様式 １ 公表されるべき事項

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

独立行政法人国立女性教育会館(法人番号1030005011641)の役職員の報酬・給与等について

役員報酬は本給及び諸手当（広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別
手当）から構成されている。月額については、役員給与規程に則り、本給月額は指定職
３号俸（月額829，000円）で支給している。

期末特別手当についても同規程に則り、期末特別手当基準額（本給及び広域異動手
当の月額）＋（本給及び広域異動手当の月額）×100分の20＋本給月額×100分の25の
合計額）に6月は100分の170を、12月は100分の175を乗じて得た額としている。

独立行政法人国立女性教育会館役員給与規程（以下「役員給与規程」という。）の規定により、文部科
学大臣が行う業績評価の結果を勘案し、期末特別手当については、その額の100分の10の範囲内で増
額又は減額することができることとしている。

当会館の業務実績を踏まえ、令和６年度における常勤役員の期末特別手当の額については、増額又は
減額を行うことなく役員給与規程で定める支給割合通りの支給を行った。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

該当なし

国立女性教育会館は、女性教育指導者その他の女性教育関係者に対する研修、女性教育に関する専
門的な調査研究を行うことにより、女性教育の振興及び男女共同参画社会の形成に資することを目的とし
ている。

本会館の役員報酬水準を検討するにあたっては、国家公務員の給与水準、本会館と同様に人材育成・
研修等を実施している独立行政法人のうち、以下の法人等を参考とした。

①独立行政法人特別支援教育総合研究所・・・令和５年度の法人の長の年間報酬額は17,225千円、
理事については15,829円、監事（非常勤）については、月額42千円である。

②独立行政法人国立青少年教育振興機構・・・令和５年度の法人の長の年間報酬額は18,091千円、
理事については14,563千円、監事（非常勤）については、月額60千円である。

③独立行政法人教職員支援機構・・・令和５年度の法人の長の年間報酬額は18,609千円、理事に
ついては15,989千円、監事（非常勤）については、月額120千円である。

  ② 令和６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和６年度における改定内容

該当なし

役員報酬は本給及び諸手当（広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別
手当）から構成されている。月額については、役員給与規程に則り、本給月額は指定職
１号俸（月額716,000円）で支給している。

期末特別手当についても同規程に則り、期末特別手当基準額（本給及び広域異動手
当の月額）＋（本給及び広域異動手当の月額）×100分の20＋本給月額×100分の25の
合計額）に6月は100分の170を、12月は100分の175を乗じて得た額としている。

独立行政法人国立女性教育会館役員給与規程に則り、非常勤役員手当は、
月額42,000円としている。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

14,376 9,948 4,147 281
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,008 8,592 3,730 686 （広域異動手当）

（通勤手当）
◇

千円 千円 千円 千円

504 504 0 0
（ ）

千円 千円 千円 千円

504 504 0 0
（ ）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

該当者なし

監事
該当者なし

監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

Ｂ監事
（非常勤）

当会館は研修及び調査研究等を通じて、女性教育の振興及び男女共同参画社会の形成
に資することを目的としており、理事長には、女性教育振興のための研修及び調査研究を目
的とする法人における統括者としてのリーダーシップ及び専門性が求められる。

当会館では、理事長の報酬月額を指定職３号俸相当として定めているが、報酬等の支給
基準（月額829,000円）は、当会館と同様に人材育成・研修等を目的とする他法人の理事長
の報酬月額（国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機構908,000円)と比較
しても報酬水準は妥当であると考えられる。

当会館は研修及び調査研究等を通じて、女性教育の振興及び男女共同参画社会の形
成に資することを目的としており、監事は、女性教育振興のための研修及び調査に関する
会計・財務面や事業面に対する監査業務に携わっている。

監事の報酬等の支給基準については、当会館と同様に研修等を目的とする独立行政法
人特別支援教育総合研究所の非常勤役員手当額も同額（月額42,000円）であり妥当と考
える。

職務内容の特性や参考となる国家公務員との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は
妥当であると考える。

当会館は研修及び調査研究等を通じて、女性教育の振興及び男女共同参画社会の形成
に資することを目的しており、理事には、女性教育振興のための研修及び調査研究を目的と
とする理事長の補佐的役割が求められる。

当会館では、理事の報酬月額を指定職１号俸相当として定めているが、報酬等緒支給基
準（月額716,000円）は、当会館と同様に人材育成・研修等を目的とする他法人の理事の
報酬月額（国立特別支援教育総合研究所772,000円、国立青少年教育振興機構716,000
円）と比較しても報酬水準は妥当であると考える。

A監事
（非常勤）

A理事

法人の長

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５ 退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

文部科学大臣が行う業務評価のに応じて決定する業務勘案率を乗じて得た額とするとができるとしてい
る。

該当者なし

該当者なし

法人での在職期間

監事A
（非常勤）

監事B
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし

法人の長

理事A

法人の長

理事A

監事B
（非常勤）

監事A
（非常勤）
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和６年度における主な改定内容

２ 職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

14 45.8 6,074 4,450 116 1,624
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 45.8 6,074 4,450 116 1,624
人 歳 千円 千円 千円 千円

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

11 54.5 5,019 3,662 104 1,357
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 54.5 5,019 3,662 104 1,357

注2：「通勤手当等」は、通勤手当と在宅勤務等手当の合算

非常勤職員

事務・技術

令和６年度は、改正給与法に準拠し、次の改定を行った。
 期末手当及び勤勉手当の12月期の支給割合について、

期末手当については、一般職員を100分の102.5、特定管理職員を100分の122.5とし、
勤勉手当については、一般職員を100分の107.5、特定管理職員を100分の127.5とした。

区分 人員 平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

注1：当会館における常勤職員（研究職種）の該当者は2名以下のため、当該個人に関する情報が特定さ
れるおそれがあることから、区分以外は記載を省略した。

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

うち賞与平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

総額

研究職種

うち所定内人員

事務・技術

当会館の給与水準を検討するにあたっては、当会館の給与算出は国に準じているため、国家公務員
のうち事務・技術職及び研究職の平均給与月額を参考にした。

令和６年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は405,378円となってお
り、当会館の常勤職員の平均給与月額は約38万円である。

(「２ 職員給与の支給状況」の「①職種別支給状況」の「令和６年度の年間給与額(平均)」から算出)

勤務評定の結果を踏まえた勤務成績を考慮し、昇格、昇給の実施、及び勤勉手当の成績の決定を
行っている。

 独立行政法人国立女性教育会館職員給与規程に則り、基本給(本給)及び諸手当(扶養手当、管理
職手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、管理職員
特別手当、期末手当、勤勉手当及び在宅勤務手当)とする。
   期末手当については、期末手当基準額(俸給＋扶養手当＋(俸給＋扶養手当)×地域手当率＋(俸給
＋ 扶養手当)×広域異動手当率)の合計額に職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額を基礎とし
て、 6月は100分の122.5を、12月は100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間に
おけるその者の在職期間の区分に 割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基準額(俸給＋俸給×地域手当率＋俸給×広域異動手当率)の合
計に理事長が別に定める割合を乗じて得た額としている。

この場合において、理事長が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属する職員の勤勉手当基礎
額に職員が基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当、広域異動手
当の合計額を加算した額を基礎として100分の105を乗じて得た額を超えてはならない。
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② 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

注1：①の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、④まで同じ。

② 年齢別年間給与の分布状況（研究職員）

③ 職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

1

2

1

3 53.2 6,159

4 34.3 4,517

3 42.8 4,150

平均年齢人員分布状況を示すグループ

千円

～

注2：4名以下の役職については、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから年間給与額については平
均のみを記載した。

課 長 ～

注2:年齢24-27歳、28-31歳、32-35歳、36-39歳、40-43歳、48-51歳、52-55歳については該当者は2名以下のため、
当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから人数以外は記載していない。

注3:すべての年齢区分で該当者が4名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから第1四分
位、第3四分位は記載していない。

～

年間給与額

最高～最低

部 長

課長補佐

係 長

主 任

係 員

～

～

～

注１：２名以下の役職については、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから人員以外の記載を省略し
た。

注：当法人における研究職員の該当者は２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることか
らグラフを省略した。
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③ 職位別年間給与の分布状況（研究職員）

④ 賞与（令和６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.5 49.5 50.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.5 50.5 50.0

％ ％ ％

         最高～最低 52.7 ～ 44.6 54.9 ～ 47.4 53.8 ～ 46.1

％ ％ ％

53.8 55.9 54.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.2 44.1 45.2

％ ％ ％

         最高～最低 52.9 ～ 44.1 47.4 ～ 27.7 47.4 ～ 37.1

３ 給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

注:当法人における研究職員の該当者は2名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることか
ら表を省略した。

（法人の検証結果）
対国家公務員指数はすべて100未満であり、妥当と考える。

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する 基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給
与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、
適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に
努めていただきたい。

・年齢・地域勘案 89.7

項目

対国家公務員
指数の状況

該当なし
国に比べて給与水準が
高くなっている理由

講ずる措置

・年齢・学歴勘案 80.1

内容

・年齢・地域・学歴勘案  88.7

・年齢勘案   81.7

給与水準の妥当性の
検証

今後も国家公務員に準じた適切な給与水準を維持する。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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研究職員

４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案   63.5

・年齢・地域勘案 83.2

・年齢・学歴勘案 63.3

勤勉手当の支給について、
①職員の勤務期間による割合(0/100～100/100)の間
②職員の勤務成績

に基づき算定する（②における成績率は「一般職の職員の給与に関する法律」に準ずる。）。
今後も同様に継続していく方針である。

給与水準の妥当性の
検証

（法人の検証結果）
対国家公務員指数はすべて100未満であり、妥当と考える。

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給
与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、
適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に
努めていただきたい。

項目 内容

講ずる措置 今後も国家公務員に準じた適切な給与水準を維持する。

内閣人事局作成の「国家公務員モデル給与例」に準ずる。
(扶養親族がいない場合)

30歳（地方機関係員） 月額給与 236,900円、  年間給与 3,890,000円
35歳（地方機関係長） 月額給与 278,700円、  年間給与 4,638,000円
50歳（地方機関課長） 月額給与 414,300円、  年間給与 6,761,000円

※扶養親族がいる場合は、扶養手当（満22才に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子
 については１人につき月額１万円、それ以外の扶養手当の対象親族については１人につき、
 月額6,500円）を支給

・年齢・地域・学歴勘案  84.1

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

該当なし
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Ⅲ 総人件費について

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ その他

特になし

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
 記載する。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

271,863 293,862297,946262,365

退職手当支給額

44,293

38,224

88,427

19,635 35,694 0 0

155,450 167,211

（Ａ）給与、報酬等支給総額：部長職の新設及び２名の職員採用による職員数増加に伴い、
令和５年度に比べ増加した。

（Ｂ）退職手当支給額：常勤職員の退職者はいなかった。
（Ｃ）非常勤役職員等給与：非常勤職員の離職、欠員補充等による支給額が増加に伴い、

令和５年度に比べ増加した。
  （Ｄ）福利厚生費：職員数の増加に伴い、社会保険料の支払いも増加したことから、

令和５年度に比べ増加した。

国の規定に準じ、事務・研究職員ともに65歳までの定年延長とする規程改正を行った（令和７年度から
令和13年度まで段階的に引き上げる）。

定年年齢の引上げに伴い、事務職員は60歳、研究職員は63歳に達した日以後の最初の４月１日以
降、それぞれ俸給月額の７割を適用することとした。また、事務職員については60歳に達した日以降の最
初の４月１日以降、管理職の職員は、原則として非管理職に降任する制度を設けた。

福利厚生費
32,434 34,817 35,831

区 分

給与、報酬等支給総額
166,003 164,822

62,613 80,582
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